
別表１（第３条・第４条関係）

区

分
目的 事業名 事業の内容 補助対象者 補助対象経費 補助金の額

一

般

枠

(１)人材育

成に関する

事業

○人材育成事業 ・各種リーダーの養成、資

質の向上のため講師を招い

て講習会、研修会等の開催

・町外において開催される

講習会、研修会等への参加

・知識、技術修得のため講

師を招いて講習会、研修会

等の開催

・各団体の組織力強化を目

的とした日頃の活動報告会

や会員募集のイベント開催

町民及び町民で組織する団体とす

る。

開催に要する経費

・講師謝礼

・資料作成代等参加に要

する経費

・交通費、宿泊費、参加

料等

・会場借上料

補助金の額は、補助対象

経費の額（※１）に２分

の１を乗じて得た額以内

とする。

上限10万円以下

下限５万円以上

上記事業内容のうち、地域

課題の解決や地域活性化、

町民主体の自治の実現に向

けた人材育成のうち以下に

関する事業

・男女共同参画の推進に関

するもの

・地域のデジタル・ＩＣＴ

活用の推進に関するもの

・協働のまちづくり推進に

関するもの

開催に要する経費

・講師謝礼

・資料作成代等参加に要

する経費

・交通費、宿泊費、参加

料等

補助金の額は、補助対象

経費の額（※１）に４分

の３を乗じて得た額以内

とする。

上限30万円以下

下限５万円以上

(２)交流の

推進に関す

る事業

○地域間交流事業 ・他地域の生活、文化、産

業等の交流により視野を広

め町の活性化に資する事業

（招致、派遣）の実施

招致及び派遣に要する経

費

・交通費、宿泊費

・体験学習料等

補助金の額は、補助対象

経費の額（※１）に２分

の１を乗じて得た額以内

とする。

上限10万円以下

下限５万円以上〇国際交流事業 ・国際化や多文化共生に向

けた町民の意識醸成を目的

とした講師を招致してのセ

ミナー及び交流事業の実施

開催に要する経費

・講師謝礼

・資料作成代等

交流に要する経費

・会場借上料

・資料作成代等

(３)町内会

の活性化に

関する事業

〇町内会の活性化

事業

・町内会の担い手育成のた

めの研究、研修会等の開

催、町内会の活性化のため

新たに取り組む事業

・町内会の加入促進に向け

て取り組む事業

・地域における防災の推進

に関する事業

開催に要する経費

・講師謝礼

・資料作成代等

町内会勧誘のため必要な

経費

・チラシ、粗品等に要す

る経費

防災対策の啓発に必要な

経費

・チラシ、粗品、のぼり

旗等に要する経費

補助金の額は、補助対象

経費の額（※１）に４分

の３を乗じて得た額以内

とする。

上限10万円以下

下限５万円以下

(４)地域お

こし、産業

おこしに関

する事業

○観光、イベント

等催事に関する事

業

・観光事業研究開

発

・イベント事業研

究

・団体の周年事業

開催

・地域の特性を生かした観

光、イベントの開発に資す

ることを目的としての研究

のため、講師を招いて講演

会、研修会の開催

・広く一般町民を対象とし

た新たに取り組むイベント

の開催

・団体設立に係る周年記念

事業の開催

開催に要する経費

・講師謝礼等

・資料作成代等

イベント開催に要する経

費

・会場借上料

・資料作成代等

補助金の額は、補助対象

経費の額（※１）に２分

の１を乗じて得た額以内

とする。

上限10万円以下

下限５万円以上

( ５ ) そ の

他、まちづ

くりの推進

上必要と認

める事業



※１ 当該経費に関して寄付金その他の収入がある場合は、その額を控除した額

若

者

応

援

枠

（ 1 ）若者

等が自ら企

画・実践す

る事業

○若者等が自ら企

画・実践する事業

・若者・若者団体が自ら企

画及び実践する事業で、次

のいずれかに該当するもの

ア 本町の課題解決や活性

化につながる事業であるこ

と。

イ 本町の若者同士の仲間

づくり又は交流の場を広げ

る事業であること。

ウ 本町の地域資源を活用

した事業であること。

エ 本町の魅力を発信でき

る事業であること。

※政治活動、宗教活動又は

営利を主たる目的とする事

業は補助対象としない。

次に掲げる要件のいずれかに該

当する者、又は団体。ただし町

民及び町民で組織する団体に限

る。

（1）若者（16歳以上40歳未満の

者）

（2）若者団体（半数以上が若者

で構成されるグループ）

（3）支援者（19歳未満の者又は

19歳未満の者のみで構成されてい

る団体を支援する19歳以上の者）

※19歳未満の者又は19歳未満の

者のみで構成される団体が申請

する場合は支援者を補助対象者

とする。

事業の実施に必要な経費 補助金の額は、補助対象

経費の額（※１）額以内

とする。

上限30万円以下


